
『子どもがどうしても〝リコーダーの音が苦手“で…
音楽の授業が受けれなく、音楽室に行くのすら拒絶している。』

・学校側(教員)は、何とか頑張って授業を受けさせたいと、本人を励まし説得
するも、児童は余計に苦しくなったようで学校に行く事すら拒むように。

・学校へ電話でヒアリングし、適切な対応を取って頂けるようにお願いし、
その後、教頭先生からも適正な対応を行った旨の報告を頂いたのでそれ
以上の問題には発展しなかった。⇒ 保護者にも納得頂いたようだった。



当町の「特別支援教育支援員」の予算額でいうと…

・令和４年度予算は約2,900万円、令和5年度は前年度比30％増の3,800万円。
予算規模からみても、支援員を増やす必要があっての事と見受けられるが？

「特別支援教育支援員」の採用方法や待遇について…

・令和4年葉山町教育委員会５月定例会会議録を拝見すると、特別支援教育支
援員は本当に一生懸命やっていただいて、子どもたちにとって有難い存在
になっている。昨年は、配置基準の見直しや、関わり方等積極的な動きも
取っているところだとは思いますいが…
実際の所はどんな感じでしょうか？



逗子市では、全教員が『発達サポーター講座』を受けている。

・教材は、令和3年「広報はやま」12月号の特集記事内でも紹介されている
星山麻木先生の【障害児保育ワークブック】。

・児童はリコーダーの音が嫌いで音楽室へ行く事すら出来ない。
・学校側(教員)は、何とか頑張って授業を受けさせようとした。

しっかりとした知識が
備わっていれば…
選択肢も増えて、対応が
変わってくるのでは？



こんな素晴らしい特集のように、実際に町が取り組んでいる施策なのかもしれないが…

「虹色なこどもたち」を見ていると、かなりの確率で、それぞれ色(特色)は
違えど、一旦落ち着いたり安心できるセーブプレイス…
所謂〝リソースルーム“が必要だとされています。



現状の学童保育において、現実には手帳を持たず、医師の診断も
ない、いわゆる「グレーゾーン」の児童が増えており、そのような
子どもたちを受け入れるため、スタッフを増員(加配)し包括的な学童保育を実
施しております。
予算項目の中に「障害児受入推進事業」という項目があるのですが、今回

2022年度の実績報告書を町に提出したところ、この事業は当てはまらないと
言われてしまいした。

〔児童の特徴と現状〕
・周りとのコミュニケーションがうまく取れず、手が出てしまう。
・ほか学童ではなかなか受け入れてもらえず、ここが居場所になっている
・個別対応が必要なため支援員を一人増員 → 人件費の増加
・この児童が原因で学童を辞めてしまう子もいる。
・大学病院のアセスメントを受けている。
・子ども育成課と教員委員会ともに、この児童のことは把握している。
・手帳はない、医師の診断結果はない。

対象のご家族に「退所してください」というのはとても簡単ですが、その子
にも居場所が必要です。これからは「グレー」な子どもたちも含めて支援して
いく必要がありますし、経費を削られれば最終的にはご家族や子ども自身にし
わ寄せが行きます。
これは葉山町全体の学童でも同じ状況だと思われますし、全体的に「支援を

必要とする子ども」という認識が必要なのではないかと思います。
「グレー」な子どもたちも含めての支援の枠を是非広げていただきたく筆を取
らせていただきました。これは切なる願い…そして切実な問題です。



補助率が国・県・市町村と
それぞれ１/３ずつなのに…
市町村に柔軟な対応を求めるとは？

町独自で判断出来る
可能性があるという事？

〔障害児〕の対象
「療育手帳若しくは身体障害者手帳を所持
する児童、特別児童扶養手当証書を所持
する児童又は、手帳等を所持していない
場合であっても、医師、児童相談所、発
達障害者支援センター等公的機関の意見
等によりこれらの児童と同等の障害を有

していると認められる児童」とし、市町
村には柔軟な対応を求めている。



〔ビーチクリーンをしているボランティア団体の方より〕

海水浴場付近でのビーチボールや浮き輪等の遊具のごみ
が年々多くなっている。浜辺に漂着している分にはまだましで、
そのまま海洋プラスチックごみになるケースも懸念されるので、
町としてしっかりと啓発して欲しい。

風が強い日は特に、ビーチボールや浮き輪、ビニールシー
ト等のごみが飛んで海に流れ出るケースが
増えるみたい。
監視所からの場内アナウンスや警備員からの
注意喚起を強化して欲しい!!



〔運動着の名前(刺繍)って必要？〕

・せっかく運動着をリユースしても、その名前が邪魔になる!!
・名前を付ける(見せている)事で校外で着衣出来ない基準が面倒!!

⇒リユースする際、名前を変える(刺繍を付け直す)生徒もいれば、変えない
でそのまま使用している生徒もいるようで基準が曖昧？

⇒部活動等で校外に出る（電車移動など）際、名前が見えているのでジャー
ジは駄目で制服で移動。その弊害として、南郷中の女子運動部員が部活動
練習の為、南郷公園まで移動するだけでもジャージでの移動がNGとされ、
態々制服で向かい公園のトイレで着替えさせられていたケースもある。

■カンコーホームルーム「Vol123.中学生の体操服に求めること」

・体育の授業以外で、子どもが体操服を着る時がありますか？⇒90％がYESと回答

その他、「体操服で重要視すること」や中学生の
「水泳の授業に対する意識」
についての調査
結果など見る事
ができます。





㈱NJSは、宮城県のコンセッション事業の業者選定グループの一つに所属してい
て、結果としては選ばれていないが、所謂、利害関係者となります。
可能性の調査とは言え、コンセッション導入に向けたマイナス面、デメリット等

をしっかり言及出来るかが不透明です。



2020年6月1日に施行された「労働施策総合推進法（通称：パワハラ防止法）」
この時点で義務化の対象だったのは大企業のみで、中小企業は努力義務。
しかし、2022年4月1日より中小企業も義務化されることとなり、職場内のパワーハラス

メント防止措置が全面施行となる。
今後すべての企業は、パワハラ防止方針の明確化や相談体制の整備、パワハラに関する労使
紛争を速やかに解決する体制を整えることが義務となる。

厚生労働省に寄せられた
R2年度「いじめ・嫌がらせ」に関する

相談件数は79,190件。
これは「パワハラ防止法」違反の疑いのある

相談とは別で、大企業の職場における
パワハラ相談件数18,363件を

合せると過去ワースト!!



パワーハラスメント対策の取組状況 セクシュアルハラスメント対策の取組状況 マタニティハラスメント対策の取組状況

ハラスメントの内容と、ハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、
管理・監督者を含む職員に周知・啓発している。

◎ ◎ ◎

ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を規則
等の文書に規定し、管理・監督者を含む職員に周知・啓発している。

◎ ◎ ◎

相談窓口をあらかじめ定めている。 ◎ ◎ ◎

相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにし、ハラスメント
が現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、ハラスメント
に該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応している。

◎ ◎ ◎

事実関係を迅速かつ正確に確認している。 ◎ ◎ ◎

事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行って
いる。

◎ ◎ ◎

事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行っている。 ◎ ◎ ◎

再発防止に向けた措置を講じている。 ◎ ◎ ◎

相談者・ 行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知し
ている。

◎ ◎ ◎

相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な 取り扱
いを行ってはならない旨を定め、職員に周知・啓発している。

◎ ◎ ◎

通知 ◎ ◎ ◎

パンフレット・ポスター ◎ ◎ ◎

ＨＰ・庁内イントラネット × × ×

研修・講習 ◎ ◎ ◎



●福岡県条例は、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律等の趣旨を踏まえ、
「福岡県内全ての地方議会に関する議員によるハラスメント又は議員若しくは議員とな
ろうとする者に対するハラスメントを根絶する」（１条）を目的としている。

政治分野におけるハラスメントに限定したうえで、議員によるハラスメントのみならず、
有権者から議員や議員となろうとする者に対するハラスメント（いわゆる「票ハラ（投
票ハラスメント）」）をも対象にしている。

●愛別町条例は、議員による職員に対するハラスメント及び議会内における議員間のハラス
メントを防止することを目的としている。

●あさぎり町条例は、議員並びに町長、副町長及び教育長によるハラスメントを対象。

●大和市条例は、職員、市長等（市長、副市長及び教育長）及び議員によるハラスメントを
対象としている。。


